
 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199条第 14 項前段の規定により知事から財政援助団体等監査の結

果に基づいて措置を講じた旨の通知があったので、同項後段の規定により措置の内容を次のとおり公表する。 

 

令和４年４月 27日 

 

                                           岐阜県監査委員   水 野 吉 近 

                                           岐阜県監査委員    長 屋 光 征 

                                    岐阜県監査委員  鈴 土   靖 

                                           岐阜県監査委員  長 縄 直 子 

                      岐阜県監査委員  南   圭 一 
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１ 令和３年度財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置の状況 

（単位：件） 

区    分 

監査結果 

 

Ａ 

措置済 

 

Ｂ 

今回措置を 

講じたもの※ 

Ｃ 

未措置 

 

Ａ－Ｂ－Ｃ 

 

 

 

団 

 

 

体 

 

指摘事項 

出資・出捐
え ん

団体 2 0 0 

 

  2 

補助金等交付団体 1 0 0 1 

指 定 管 理 者 1 1 0 0 

計 4 1 0 3 

 

指導事項 

出資・出捐団体 2 0 1 1 

補助金等交付団体 1 0 1 0 

指 定 管 理 者 0 － － － 

計 3 0 2 1 

 

検討事項 

出資・出捐団体 0 － － － 

補助金等交付団体 0 － － － 

指 定 管 理 者 0 － － － 

計 0 － － － 

 

 

 

所 

管 

機 

関 

 

指摘事項 

出資・出捐団体 0 － － － 

補助金等交付団体 1 0 0 1 

指 定 管 理 者 0 － － － 

計 1 0 0 1 

 

指導事項 

出資・出捐団体 0 － － － 

補助金等交付団体 0 － － － 

指 定 管 理 者 0 － － － 

計 0 － － － 

 

検討事項 

出資・出捐団体 0 － － － 

補助金等交付団体 0 － － － 

指 定 管 理 者 0 － － － 

計 0 － － － 

合    計 8 1 2 5 

 ※「今回措置を講じたもの」については、令和４年３月 31日に知事から通知があったもの 

（注）監査結果の区分については、次のとおり。 

・指摘事項：是正又は改善を求める事項のうち、その程度が重大なもの 

    ・指導事項：是正又は改善を求める事項 

    ・検討事項：所掌する事務の執行の適正化のため検討を求める事項 
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２ 財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置 

（１）団体監査結果（指導事項）に基づき講じた措置 

出資・出捐団体 

団体名 所管機関名 監査結果 講じた措置 

一般財団法人 

世界遺産白川郷合掌

造り保存財団 

地域振興課 令和２年度の使用料に係る決

算事務について、次の不適正な事

項が認められたので、今後は適正

に処理されたい。 

 

１ 令和３年３月分のブロード

バンド使用料 5,280 円及びケ

ーブルテレビ使用料 1,100 円

について、令和２年度の費用と

して計上するとともに、未払費

用として負債計上すべきとこ

ろ、これらが行われていなかっ

た。 

２ 令和２年度に費用計上した

建設機械のレンタル料など使

用料５件 177,164 円に係る負

債計上について、未払費用とす

べきところ未払金としていた。 

指導事項について、当該法人か

ら以下のとおり対応したとの報

告を受け、確認した。 

 

指導事項１については、職員の

確認誤りにより発生したもので

あり、今後は過去の未払費用の状

況を調べ、他の科目等含め未払状

況のリストを作成する等、チェッ

ク体制を強化する。 

指導事項２については、当該法

人を担当する会計事務所から提

出された内容を、そのまま確認せ

ずに計上したことによるもので

ある。当該法人を担当する会計事

務所にも伝え、以後関係書類での

表記に誤りが無いよう指示する

とともに、当該団体事務局におい

ても注視するなど、複数で確認を

行うこととした。 

今後は誤りの無いよう、引き続

き適正な会計処理に努めていく。 

 

補助金等交付団体 

団体名 

（補助金等の名称） 

所管機関名 監査結果 講じた措置 

東京 2020 オリンピ

ック聖火リレー岐阜

県実行委員会 

（東京 2020 オリン

ピック聖火リレー岐

阜県実行委員会負担

金） 

 

地域スポー

ツ課 

４件の業務委託に係る契約事

務において、「岐阜県が行う契約

からの暴力団排除に関する措置

要綱」等に基づき、暴力団から不

当介入を受けた場合の警察への

通報義務について特記仕様書等

に記載していなかったので、今後

は適正に処理されたい。 

指導事項について、当該実行委

員会から事務を継承した地域ス

ポーツ課により、以下のとおり改

善したことを確認した。 

４件の業務委託について、暴力

団からの不当介入がなかったこ

とを確認した。 

今後は、契約事務において、特

記仕様書等が適正に作成されて

いるか、複数名の職員によるチェ

ックを厳格に行い、再発防止に努

めることとした。 

 


